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１．議事日程（第１日目） 

  （予算決算常任委員会） 

                             令和 ６年 ２月１４日 

                             午後 １時００分 開会 

                             於   安芸高田市議場 

 １、開 会 

 ２、議 題 

  （１）議案第１号 令和５年度安芸高田市一般会計補正予算（第８号） 

 ３、閉 会 

 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（１４名） 

   委員長   石 飛 慶 久      副委員長  南 澤 克 彦 

   委員    田 邊 介 三      委員    山 本 数 博 

   委員    新 田 和 明      委員    芦 田 宏 治 

   委員    山 根 温 子      委員    先 川 和 幸 

   委員    山 本   優      委員    熊 高 昌 三 

   委員    宍 戸 邦 夫      委員    秋 田 雅 朝 

   委員    金 行 哲 昭      委員    児 玉 史 則 

 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。（なし） 

 

 

 

４．委員外議員（なし） 

 

 

 

５．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（１７名） 

  市 長  石 丸 伸 二  副 市 長  米 村 公 男 

  教 育 長  永 井 初 男  企 画 部 長  高 下 正 晴 

  福 祉 保 健 部 長  井 上 和 志  産 業 部 長  森 岡 雅 昭 

  建 設 部 長  河 野   恵  教 育 次 長  柳 川 知 昭 

  財 政 課 長  沖 田 伸 二  社 会 福 祉 課 長  岡 野 あかね 

  商 工 観 光 課 長  松 田 祐 生  下 水 道 課 長  佐々木   宏 

  教 育 総 務 課 長  内 藤 麻 妃  商工観光課課長補佐  小 野 光 基 

  給食センター副所長  浮 田 健 治  財政課財政係長  小 野 哲 司 

  社会福祉課地域福祉係長  檜 山 貴 治 
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６．職務のため出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  毛 利 幹 夫  事 務 局 次 長  藤 井 伸 樹 

  総 務 係 長  日 野 貴 恵  主 任 主 事  實 村   崚 
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   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 １時００分 開会 

○石飛委員長  定刻となりました。 

 ただいまの出席委員は14名です。 

 定足数に達しておりますので、これより第10回予算決算常任委員会を

開会します。 

 本日の日程は、本日の臨時会において本委員会に付託されました議案

第1号「令和5年度安芸高田市一般会計補正予算（第8号）の件を議題と

いたします。 

 まず審査の方法についてお諮りします。 

 審査の方法は、お手元に配付しました「審査予定表」及び「2月補正

予算（第8号）所管別事業名一覧表」を用いて審査し、企画部長の要点

説明の後、質疑を行います。 

 これに御異議ありませんか。 

  〔異議なし〕 

○石飛委員長  異議なしと認め、さよう決定しました。 

 審査に先立ち、石丸市長から挨拶を受けます。 

 石丸市長。 

○石 丸 市 長  では上程した補正予算1件について審査をいただきます。よろしくお

願いします。 

○石飛委員長  これより議案の審査に入ります。 

 議案第1号「令和5年度安芸高田市一般会計補正予算（第8号）の件を

議題とします。 

補正予算全体の歳入及び歳出の要点について説明を求めます。 

 高下企画部長。 

○高下企画部長  それでは、要点の説明をいたします。 

 このたびの補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ8,499万6,000円を追加し、予算の総額を222億467万3,000円とするも

のです。 

 主な内容については、説明資料の1ページをお開きください。 

 電力・ガス・食料品等価格高騰関連としてここに挙げている各種事業

を計上しています。 

 今回新たに計上する主なものを2ページ、3ページで説明をいたします。 

 まず2ページを御覧ください。 

 この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加交

付されたため、国が示した住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当

たり10万円を給付するものです。 

 対象世帯は1,000世帯と見込んでおり、申請受付は3月上旬から予定し

ています。 

 次に支給金額ですが、本市では昨年6月の補正予算において、市独自

施策として住民税均等割のみ課税世帯に既に3万円を給付していること
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から、3万円給付を受けている世帯には10万円との差額、7万円を給付し

ます。 

 続いて3ページをお開きください。 

 この事業は住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯の児童1人当たり

国が示した子ども加算5万円に加えて、市独自施策として5万円の上乗せ

をして計10万円を給付するものです。対象児童は330人で、申請受付は3

月上旬から予定しています。 

 ここで補正予算書に戻っていただいて、10ページ、11ページをお開き

ください。 

 歳入です。 

 15款の国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を3,416万7,000円、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を1

億806万2,000円増額しています。 

 16款の県支出金は、電力・ガス・物価高騰等中小企業支援緊急対策事

業補助金を2,929万7,000円計上しています。 

 19款の繰入金は、財政調整基金繰入金を8,653万円減額しています。 

 続いて、13ページをお開きください。 

 歳出です。 

 説明欄の上のほうの、価格高騰重点支援給付事業費9,547万円増額の

主なものは、冒頭説明しました住民税均等割のみ課税世帯給付と、子ど

も加算給付に要する経費として、会計年度任用職員の報酬を112万8,000

円。この欄の一番下の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

9,490万円などを増額するほか、昨年6月に事業計上した住民税非課税世

帯と均等割のみ課税世帯への3万円給付事業が完了したため、その不用

額を減額しております。 

 次に、商工業振興事業費は、中小企業等エネルギー価格高騰対策支援

事業が完了したため、その不用額を減額しております。 

 下水道事業会計事業費は、下水道事業の電気代高騰分に新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するため、財源を組み替え

るものです。 

 給食センター運営事業費545万円の増額は、物価高騰による小・中学

生の保護者の負担を軽減するため、学校給食費を支援するものです。 

 続いて、4ページに戻ってください。 

 繰越明許費の補正ですが、価格高騰重点支援給付事業費について、金

額を5億7,588万4,000円に変更するものです。 

 以上で要点の説明を終わります。 

○石飛委員長  以上で要点の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 南澤委員。 

○南澤副委員長  13ページ、商工費の中小企業等エネルギー価格高騰対策支援事業補助

金の減額についてお伺いします。 
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 6月の補正予算（第3号）で計上されたこの補助金ですが、当初1,160

社、中小企業が1,130で農業者が30というふうな数値の見込みだったか

と思うんですけれども、実績はどのようなものになったんでしょうか。 

○石飛委員長  松田課長。 

○松田商工観光課長  中小企業等エネルギー価格高騰対策支援事業補助金の実績について、

少し今整理させていただければと思います。 

 この補助事業ですが、原油、電気、ＬＰガスなどエネルギー価格高騰

の影響を受ける事業者に対し支援金を給付し、事業者の負担軽減を図る

目的で実施してきました。先ほど言われましたように農業、林業、漁業

を含む中小企業及び個人事業者を対象とし、2021年と2022年の対象費用

を比較し、その差額を生じた事業者に支援した事業でございます。 

 受付期間が2023年8月21日から12月21日までの受付、2024年1月10日の

支援金最終支払いで事業を完了したところです。 

 結果といたしましては、申請件数227件、支援金額1億40万7,000円で

した。前年度実施した原油価格高騰緊急経済対策事業、また、電気料金

高騰対策支援事業と比較しますと、申請方法を簡素化いたしまして決算

書の比較ができるように簡素化を図りました。総じて、前年度実施した

二つの支援事業と併せ、広く中小企業の事業者の負担軽減が図られ、事

業の目的がおおむね達成できたものと考えております。 

 以上でございます。 

○石飛委員長  補足説明はありませんか。中小企業の件数とか農業従事者の件数、そ

れぞれ数字が出ますでしょうか。 

 松田課長。 

○松田商工観光課長  先ほど全体数字227社としております。一番大きいのが製造業の63社、

農林漁業におきましては27社、あとサービス業、小売業、そうしたとこ

ろで全体で227社となっておるとこでございます。 

 以上です。 

○石飛委員長  ほかに質疑はありませんか。 

 田邊委員。 

○田 邊 委 員  この財源で今まで過去コロナ関係の臨時交付金、地方創生臨時交付

金というのは、用途は割とその自治体に任せられていて、最初使おうと

思ってて余ったものは別の事業に転用するということが可能だったもの

もあるとは思うんですけれども、今回のこれに関しては、余ったからと

いってほかに転用するということが可能なのでしょうか。 

○石飛委員長  沖田課長。 

○沖田財政課長  今回、商工業振興事業費で不用になった国庫補助金については、今回

新たに下水道事業会計事業費と給食センター運営事業費、こちらの事業

へ充当するように考えております。 

 以上です。 

○石飛委員長  ほかに質疑ありませんか。 

 金行委員。 
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○金 行 委 員  説明資料の2ページの、ガス・食品高騰価格支援事業の分ですが、支

給金額なので2023年6月、3万円給付されたものでもらった人は7万円に

なるとありましたが、3万円もらった人でも住民課税者の被扶養者等々

があるのはもらえなくなるってちょっと記憶があるんですが、それは全

員もらえるんですかね、ちょっと１点お聞きしてみたいと。 

○石飛委員長  岡野課長。 

○岡野社会福祉課長  前回、均等割のみ課税世帯等の3万円給付、非課税の方もそうですが、

3万円給付した方の中で、このたび12月議会で補正予算を可決していた

だきまして、非課税世帯への7万円給付、既に始まっておりますが、こ

れらが該当しておられない方、前回3万円もらったんだけれどもこのた

び通知を受け取っていないという方がいらっしゃいます。これについて

は、前回は扶養要件、課税者に扶養を受けている人のみで構成される世

帯員のこの世帯は除くという。 

今回は国の規定どおりで行いますので、前回は基準日であるとかそ 

ういったところが市町の裁量、自治体の裁量で行っておったんですけれ

ども、安芸高田市の場合は扶養要件を見ておりませんでした。非課税か

均等割のみ課税世帯かというだけだったんですが、このたびは国の規定

どおりに扶養を受けている、課税者により扶養を受けている方のみの世

帯ですね。お一人でも課税者からの扶養を受けておられない方がいらっ

しゃれば該当するんですが、全員が被扶養者だった場合は除くというこ

とで、該当にならないという方が何人か出ていらっしゃいます。 

 以上です。 

○石飛委員長  ほかに質疑ありませんか。 

 田邊委員 

○田 邊 委 員  説明資料の2ページ、3ページの価格高騰重点支援事業についてなんで

すけど、すみませんちょっと僕の理解ができてなくて、要するに2ペー

ジのものと3ページのものがあって、例えば2ページのほうで対象の方で

子どもが2人いるということになれば30万円もらえるという、だから両

方もらえるという考え方でいいんでしょうか。 

○石飛委員長  岡野課長。 

○岡野社会福祉課長  非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の方で18歳未満のお子さんがいら

っしゃる方のところについては、お子さん1人につき10万円、それと均

等割のみ課税世帯のところについては、原則10万円ではありますが、当

市で既に3万円給付を受けておられる方については差額の7万円となるの

で、そこについては27万円という計算になるかと思います。 

 以上です。 

○石飛委員長  ほかに質疑ありませんか。 

 南澤委員。 

○南澤副委員長  予算書13ページの教育費、学校給食費支援事業補助金についてお伺い

します。 

 学校給食については、夏場だったかと思うんですけれども、給食費の
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値上げが行われているかと思います。今回さらに給食費の支援事業とい

うことなんですけれども、値上げがあったことと、今回の補助金が加算

されてるところのどういう関係があるのか、値上げ分では足りなくて今

回こういうことになったのかという辺りを詳しく説明いただければと思

います。 

○石飛委員長  内藤課長。 

○内藤教育総務課長  今回は臨時交付金を使っての活用となります。物価高騰によって小・

中学生の保護者の負担軽減というところで、給食費を補助ということに

なりました。 

つまり、給食費を物価高騰により9月から値上げをしております。そ

の値上げ分について、このたびの交付金を充てて補助していくという考

えです。 

○石飛委員長  南澤委員。 

○南澤副委員長  今の御説明だと値上げ分をこの補助金で充てるということは、値上げ

分の請求をしないということでよろしいんでしょうか。 

○石飛委員長  内藤課長。 

○内藤教育総務課長  既に9月から値上げをしておりますので、3月に入って値上げ幅分のと

ころを還付等していきたいと思います。 

 以上です。 

○石飛委員長  ほかに質疑ありませんか。 

  〔質疑なし〕 

○石飛委員長  質疑なしと認め、これをもって質疑を終了し、全ての審査を終了しま

す。 

ここで執行部退席のため、暫時休憩します。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 １時１８分 休憩 

      午後 １時１９分 再開 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○石飛委員長  休憩を閉じて再開します。 

 これより議案第1号「令和5年度安芸高田市一般会計補正予算（第8

号）」の件について討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  〔討論なし〕 

○石飛委員長  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

議案第1号「令和5年度安芸高田市一般会計補正予算（第8号）」の件

を起立により採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔起立多数〕 

○石飛委員長  起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 以上で、本委員会に付託されました補正予算の審査は全て終了しまし

た。 

 なお、委員会報告書の作成について、皆さんから御意見等ありました

ら発言をお願いします。 

(委員長一任。との声あり) 

 委員長一任ということがありました。 

 それでは、委員会報告書の作成については、正副委員長に御一任いた

だくことに御異議ありませんでしょうか。 

  〔異議なし〕 

○石飛委員長  異議なしと認め、さよう決しました。 

 以上をもって、第10回予算決算常任委員会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

   ～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

      午後 １時２０分 閉会 


